
 

輪島市教育懇話会(仮称)の開催に関する事項 

 

【課題】 

急激な社会的変化が続く今日、小中学校の児童生徒を巡り、次に掲げる事項等に課

題が生じている。 

・学力に関すること。 

・規範意識に関すること。 

・体力に関すること。 

・生活習慣に関すること。 

 

 

【課題に対する対応策】 

○教育懇話会(仮称)の開催 

       ①趣旨 

      家庭・学校が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いに連携・協力しながら課

題に取り組み、児童生徒の健全な育成を目指す必要がある。 

その前提として、保護者が、課題の内容とともに、その解消に向けた教育委員

会の基本方針等に基づく各種取組について理解を深めるため、保護者、学校及び

教育委員会が懇談を行う場として、教育懇話会(仮称)を開催する。 

       

②開催時期 

      平成 29年 9月以降 

 

③対象者 

      ・各小中学校校区の児童生徒の保護者 

      ・各小中学校の教職員 


